
１３．中小企業等経営強化法による有線テレビジョン放送事業者への支援 総務省 地域放送推進室

【現状認識】

○ 有線テレビジョン放送業は、各加入者宅まで光ファイバや同軸ケーブルの敷設が必要な装置産業であり、労働力よりも資本設
備により多く依存する資本集約型産業。

○ 平成29年度末で、自主放送を行う事業者数が504者、加入世帯数が3,022万という市場規模。

○ 有線テレビジョン放送は、我が国の過半数以上の世帯に広く普及する国民生活の重要な情報通信基盤。地域情報の発信や災
害時の避難情報等の伝達に重要な役割を果たす地域密着メディア。

○ 最近の我が国の映像配信サービス市場は、世界最大の米国企業が参入しネット配信サービスを開始するなど厳しい競争環境
にあり、加入世帯数の増加は鈍化傾向にあり、営業収益も平成22年度の5,437億円をピークに低下傾向。

○ このような状況下、今後、超高精細技術を活かした４Ｋ・８Ｋの番組・コンテンツが競争上重要。東京オリンピック・パラリンピック
競技大会が開催される平成32年に全国の世帯の約50％で４Ｋ・８Ｋが視聴されることが具体的な目標。

○ ブロードバンド市場では、コンテンツの大容量化に伴い、通信速度の高速化を図ることが競争上重要。

【業界が抱える課題】
４Ｋ・８Ｋ対応、ブロードバンドサービスの高速化、
ネットワークの強靱化など技術の急速な進展等に応じ
た設備投資を速やかに行うことにより、サービスの多様
化・高度化等を行うとともに、最新技術に対応した専
門知識を有する人材を確保・育成することが必要。
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営業収益・営業利益の推移加入者数の推移
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【目標とする指標】

指 標
計画期間

５年 ４年 ３年

労働生産性 目標伸び率 ２％
以上

１.５％
以上

１％
以上

光回線化増加率 目標伸び率 ５％
以上

３.５％
以上

２％
以上

以下のいずれかを満たす指標であること。

〔年度〕



１３．有線テレビジョン放送業の指針 【経営力向上の内容・事業者対応】

イ ４K・８Kの推進
４Ｋ・８Ｋサービスに関するニーズを把握し、財務内容に与える影響
につき多角的に分析した上で月額料金等を設定するほか、従業員の知
識・技能の習得を推進し、４Ｋ・８Ｋ番組が視聴できる環境を整備す
るため、次の取組を実施。
⑴ 伝送路の光回線化等による必要な帯域の確保
⑵ ヘッドエンド等の局内設備やセットトップボックスの高度化等
⑶ ４K番組の自社制作、国内外での販売等

ロ ケーブル・プラットフォームの構築・活用
⑴ ＩＰによる映像伝送を可能とする機能、コンテンツの共有化を可
能とする機能、クラウドサービスによる顧客管理システム機能等の構
築・活用によるサービスの高度化・効率化

⑵ マイナンバーカードを活用したサービスの導入

ハ 放送ネットワークの強靱化
有線テレビジョンの放送ネットワークは、有線テレビジョン放送事業者に
とって必須の経営資源。これを高度に利用し、確実かつ安定的なサービ
スを提供するため、次の取組を実施。
⑴ 伝送路の二重化や非常用の電源供給手段の確保等
⑵ 伝送路をより耐災害性の高い光回線に更新等

ニ ブロードバンドサービスの高速化
消費者の購買傾向等の情報や需要を分析し、ＦＴＴＨサービスの
導入など

ヘ 営業活動に関する事項
⑴ ＩｏＴ等を活用した付加価値の高いサービスの創出・向上
⑵ 他事業者との連携等強化
⑶ 営業支援システム等の構築、管理部門の業務の効率化の推進
⑷ 経営資源の組合せ

ホ 無線通信サービスの導入
消費者の購買傾向等の情報や需要を分析し、ＭＶＮＯサービスや
地域ＢＷＡサービスの導入など

ト 従業員等に関する事項
⑴ ４Ｋ・８Ｋ等の最新の技術動向等を踏まえ、付加価値の高い
サービスの創出、向上を図ることができる人材の育成

⑵ 地域の学校からの職業体験の受入れ、地域番組の取材活動など
を通じて、若年層の拡大を図ることによる人材の確保

⑶ 外部の専門家を活用するなどによる人材の育成・確保

経営力向上の内容に関する事項

規模に応じた事業者の対応
現に有する経営資源を利用する場合 事業承継等により取得等した経営資源を利用する場合

届出有線テレビジョン
放送事業者

（引込端子数500端子以下）

一イ⑴⑵⑶、ロ⑴⑵、ハ⑴⑵、ニ、ホのうち、１項目以上
一ヘ⑴⑵⑶、ト⑴⑵⑶のうち、１項目以上

合計２項目以上

一イ⑴⑵⑶、ロ⑴⑵、ハ⑴⑵、ニ、ホのうち、１項目以上
一ヘ⑴⑵⑶⑷、ト⑴⑵⑶のうち、１項目以上

合計２項目以上

登録有線テレビジョン
放送事業者

（引込端子数501端子以上）

一イ⑴⑵⑶、ロ⑴⑵、ハ⑴⑵、ニ、ホのうち、１項目以上
一ヘ⑴⑵⑶、ト⑴⑵⑶のうち、１項目以上

合計３項目以上

一イ⑴⑵⑶、ロ⑴⑵、ハ⑴⑵、ニ、ホのうち１項目以上
一へ⑴⑵⑶⑷、ト⑴⑵⑶のうち、１項目以上

合計３項目以上
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